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施設整備事業について（県直接補助分） 

 

 

（１）介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業 

（ア）対象事業 

都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等を１施設創設することを条件に、広域型

施設１施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を対象とする。 

（イ）対象施設等（いずれも定員３０名以上の広域型施設に限る。） 

ａ 特別養護老人ホーム 

ｂ 介護老人保健施設 

ｃ 介護医療院 

ｄ 養護老人ホーム 

ｅ 軽費老人ホーム 

 （ウ）注意事項 

   ・本事業の条件である「介護施設等を１施設創設すること」に係る費用は本事業の補助対象

外です。（補助対象外となる部分に対して別の補助事業を活用することは妨げません。） 

 

 

（２）介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援 

（ア）対象事業 

介護施設等において、「施設の一部改修」又は「施設の付帯設備の改造」に該当する大規

模修繕に連動し、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ導入支援事業において対象となって

いる機器等を導入する事業を対象とする。 

（イ）対象施設等 

   ○定員３０名以上の下記施設 

ａ 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 

ｂ 介護老人保健施設 

ｃ 介護医療院 

ｄ ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

ｅ 養護老人ホーム 

ｆ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の指定を受けるもの） 

〇定員２９名以下の下記施設 

ａ 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 

ｂ 介護老人保健施設 

ｃ 介護医療院 

ｄ ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

ｅ 認知症高齢者グループホーム 

対象事業（１） 
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ｆ 小規模多機能型居宅介護事業所 

ｇ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

ｈ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

ｉ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の指定を受けるもの） 

ｊ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

ｋ 都市型軽費老人ホーム 

ｌ 養護老人ホーム 

ｍ 施設内保育施設 

（ウ）注意事項 

   ・本事業の条件である「大規模修繕」に係る費用は本事業の補助対象外です。（補助対象外

となる部分に対して別の補助事業を活用することは妨げません。） 

   ・本事業における「大規模修繕」とは以下の工事を指します。     

①施設の一部改修：一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴 

室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 

②施設の付帯設備の改造：一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排 

水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 

   ・「付帯設備」とは施設と一体となっているものを指すことから、設置や改修に大規模な工

事が必要な設備工事のみ「施設の付帯設備の改造」に該当します。（既存設備の改修のみ

でその他施設本体の全面的な改修・補修等を要しない工事は大規模修繕に該当しない。） 

 

 

（３）介護施設等における看取り環境整備推進事業 

（ア）対象事業 

看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を

目的として行う施設の改修やベッド等設備の整備を行う事業を対象とする。 

（イ）対象施設等（いずれも定員規模は問わない。） 

ａ 特別養護老人ホーム 

ｂ 介護老人保健施設 

ｃ 介護医療院 

ｄ 養護老人ホーム 

ｅ 軽費老人ホーム 

ｆ 認知症高齢者グループホーム 

ｇ 小規模多機能型居宅介護事業所 

ｈ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

ｉ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の指定を受けるもの） 
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（４）共生型サービス事業所の整備推進事業 

（ア）対象事業 

共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所、本事業完了の日までに指定を受ける見込

みの事業所及び創設する事業所において、障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の

改修、設備整備を行う事業を対象とする。 

（イ）対象施設等（いずれも定員規模は問わない。） 

ａ 通所介護事業所（地域密着型通所介護事業所を含む。） 

ｂ 短期入所生活介護事業所（介護予防短期入所生活介護事業所を含む。） 

ｃ 小規模多機能型居宅介護事業所 

ｄ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 

 

（５）介護職員の宿舎施設整備事業 

（ア）対象事業 

介護人材を確保するため、対象施設の事業者が当該介護施設に勤務する職員の宿舎施設整

備（既存建物の買収・改修を含む）を行う事業を対象とする。 

（イ）対象施設等（いずれも定員規模は問わない。） 

ａ 特別養護老人ホーム 

ｂ 介護老人保健施設 

ｃ 介護医療院 

ｄ ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

ｅ 認知症高齢者グループホーム 

ｆ 小規模多機能型居宅介護事業所 

ｇ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

ｈ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

ｉ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の指定を受けるもの） 

（ウ）注意事項 

   ・本事業を活用して整備した宿舎施設については、以下の点を継続的に調査・確認します。 

①家 賃：居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、近傍

（原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。）類

似の家賃と比較して低廉なものとなっているか。 

②入居者：対象施設に勤務する職員以外の者（職員の家族等や他の介護保険・老人福祉関

連施設・事業所（サービス付き高齢者向け住宅を含む。）に勤務する職員）が

入居していないか。入居している場合には、対象施設の職員の利用に支障のな

い範囲（定員規模の２割以内）であるか。 

 

 


